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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 

【現状及び目標設定の考え方】 

精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができる

ように、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教

育が包括的に確保された「地域包括ケアシステム」を構築していくことが重要です。 
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、計画的に地域の基

盤を整備するとともに、市町村や障害福祉・介護事業者が、精神障害の程度によら

ず地域生活に関する相談に対応できるように、圏域ごとの保健・医療・福祉関係者

による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、

市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県では、今後も引き続き入院者に対する退院意欲の喚起や地域生活を支える

ためのサービスの充実等により地域生活への移行を進めていくこととしており、

地域における平均生活日数の目標値については、国指針に即して、令和８年度末

時点における平均生活日数を 325.3 日以上とすることを目指します。また、国指

針に示される式に基づき、令和８年度末時点の 65 歳以上の１年以上長期入院患

者数の目標値を 986 人、65 歳未満の１年以上長期入院患者数の目標値を 584

人とします。さらに令和８年度末の基盤整備量※（サービス利用者数）を 598

人とし、これを勘案して各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必

要な量の見込みを設定します。退院率の目標値については、国指針に即して、令

（出典：厚生労働省資料） 
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和８年度末時点における入院３箇月時点の退院率を 68.9％以上、入院後６箇月

時点の退院率 84.5％以上、入院後１年時点の退院率を 91％以上とすることを目

指します。 

 

 ※基盤整備量 

 １年以上の長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の精神保健医療福祉体制の基

盤を整備することによって地域移行が可能であるとの考え方に基づき、国の基本指針

の算定式により推計される当該精神保健医療福祉体制の整備量（利用者数）です。 

政策効果によって地域移行が見込まれる長期入院患者数※と同値です。 

 ※将来の入院患者数は、国が基本指針に基づき、入院患者の年齢構成の変化等の政 

策効果以外の要因と政策効果の要因を勘案して推計しています。 

 

【成果目標】 

項 目 基準 目標値 

（参考）

第６期

目標値 

考え方 

精神障害者の精神

病床から退院後１

年以内の地域にお

ける平均生活日数 

H30 

323 日 

325.3 日 

以上 

316 日 

以上 

精神病床からの退院者（入院後１年以内に

限る）の退院日から１年間の地域平均生活

日数の合算／精神病床からの退院者（入院

後１年以内に限る）総数 

１年以上長期入院

患者数（65 歳以上） 

R4 

1,266 人 
986 人 

  

771 人 
６月末時点における入院期間が１年以上

である者のうち、65 歳以上の者の数 

１年以上長期入院

患者数（65 歳未満） 

R4 

646 人 
584 人 

   

552 人 
６月末時点における入院期間が１年以上

である者のうち、65 歳未満の者の数 

入院後３箇月時点

の退院率 

H29 

61％ 

68.9％ 

以上 

69％ 

以上 

ある月に入院した者のうち当該ある月か

ら起算して３箇月以内に退院した者の割

合 

入院後６箇月時点

の退院率 

H29 

73％ 

84.5％ 

以上 

86％ 

以上 

ある月に入院した者のうち当該ある月か

ら起算して６箇月以内に退院した者の割

合 

入院後１年時点の

退院率 

H29 

80％ 

91％ 

以上 

92％ 

以上 

ある月に入院した者のうち当該ある月か

ら起算して１年以内に退院した者の割合 
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【目標達成のための方策】 

・ 精神障害者が地域生活に移行できるよう、保健・医療・福祉分野の従事者のほか、

メンタルヘルスサポーター、ピア・フレンズなど、地域生活を支援する人材の育

成や資質の向上を行い、地域における受入れ基盤の拡充を促進します。 

・ 精神障害者の相互の交流を促進するとともに、精神障害者家族への相談支援の

ための事業を推進します。 

・ 多職種（医師、看護師、保健師、相談支援専門員、ピア・フレンズなど）チー

ムによる訪問支援により必要な精神医療・福祉サービスにつなげ、精神障害者本

人や家族が安心して地域生活が継続できるような支援体制を整備するよう努め

ます。 

 

 
 

【国指針】精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
＜成果目標＞ 

○ 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 

   精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における生活日数の平均を 325.3 日

以上とすることを基本とする。 

○ 精神病床における一年以上長期入院患者数（65 歳以上、65 歳未満） 

令和８年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数（65 歳以上、65 歳未満）の

目標値を、国が提示する推計式を用いて設定する。 

○ 精神病床における早期退院率（入院後３箇月時点、入院後６箇月時点、入院後１年時点） 

令和８年度末における入院後３箇月時点、入院後６箇月後時点及び入院後１年時点の

退院率の目標値を、それぞれ 68.9％以上、84.5％以上及び 91％以上として設定すること

を基本とする。 

 



精神障害者支援人材育成研修事業 
 

１ 目的 

 これまで精神障害者へのサービス提供の機会が少なかった障害福祉サービス事業所等の職員を対

象に、精神障害者支援に関する研修を実施し人材育成を行うことで、精神障害者へのサービスの質

の向上と、より多くの事業所で精神障害者の受け入れができる体制づくりを進める。 

 

２ 実施主体 県（富山県精神保健福祉士協会に委託） 

 

３ 事業内容 

(1) 内容 

  精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修カリキュラムに沿った内容 

 ※今年度は施設見学を実施せず施設紹介の講義をプログラムに入れた 
 

(2) 対象者 相談支援事業所職員、地域包括支援センター職員 

(3) 参加者 41 名（障害分野 30 名、介護分野 11 名）※修了者は 39 名 

(4) 研修日程 

日程 内容 

研修１日目 

令和６年 

12月17日

（火） 

講義１『精神障害者の障害特性の総論的理解』 

講義２『当事者の想い（当事者からの講演）』 

講義３『社会資源と連携、家族支援』 

講義４『障害特性の理解と具体的な対応②老年期・依存症・発達障害』 

演習Ａ『対応方法と援助技術』（グループワーク） 

研修２日目 

令和７年 

１月14日

（火） 

講義５『障害特性の理解と具体的な対応②（統合失調症・気分障害）』 

演習Ｂ『対応方法と援助技術』（グループワーク） 

講義６『就労支援施設の実際』 

演習Ｃ『効果的な支援のための連携』（グループワーク） 
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心の健康セン タ ー

案 内 図

交 通 機 関

ご利用案内

利用さ れる方 アルコ ール・ 薬物・ ギャンブル・ ゲーム等の依存状態にある本人や家族等

相談方法 電話・ 来所等により 相談に応じ ます。

（ 来所相談は予約制で す） ※秘密は厳守いたし ま す。

相談時間 月曜日～金曜日　 ８：３０ ～１２：００ ／１３：００ ～１ ７：００

祝日及び年末年始（ １ ２ /２ ９ ～１ /３ ）を 除く

専用電話 TEL  ０ ７ ６ -４ ６１ -３ ９ ５ ７

場　 　 所 富山県心の健康センタ ー内（ 〒9 3 9 -8 2 2 2 　 富山市蜷川4 5 9 -１ ）

富山県依存症相談支援センタ ー

相談内容に応じ て、

保健・ 医療・ 福祉・ 司法等の関係機関と 連携し 、

回復に向けて具体的な方法をともに考えます。

ぜひ、 ご相談く ださい。

路線バスを利用さ れる方は

富山駅前バス乗り 場から⑤番乗り場　

笹津行・ 猪谷行・ 春日温泉行

最勝寺で下車（ バス停から徒歩1 0分）

お車を利用さ れる 方は

富山インタ ーチェンジから、国道4 1号を

700ｍほど南下(大沢野方面)し

蜷川交差点で右折

令和4年8 月発行

アルコール・ 薬物・ ギャンブル・ ゲーム等に依存し ている
本人や家族の方などを支援し ます。



相談は無料で

行います

（ 秘密厳守）

月曜日～金曜日　 ８：３０ ～１２：００ ／１３：０ ０ ～１７：００
祝日及び年末年始（ １ ２ /２ ９ ～１ /３ ）を 除く

T E L  ０ ７ ６ -４ ６１ -３ ９ ５ ７

富山県依存症相談支援センタ ー

依存症は誰でもなり える病気です。

回復可能な病気です。

自分で止めたく ても止められなく なる病気です。

止めたいと 思ったことはありませんか？

本人だけでなく 支援し ておられる方のご相談もお受けします。

ひとりで悩まずに、まずはご相談く ださい。

やめたいけど、 やめられない

何度かやめよう とし たが挫折し た

自分でコント ロールができない

もう しないと約束しても 続かない

家族に嘘をついてでもやり たい

仕事より も優先

家族より も優先

何より も優先

借金し てでも続けてしまう

やっていることに罪悪感がある

本当はもう やめたい

やめて普通に生きたい
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富山県ひきこもり 地域支援センタ ー

相 談

無 料

相談内容に応じて、 保健・ 医療・ 福祉・ 教育・ 労働等の関係機関と 連携し 、

解決に向けて具体的な方法をともに考えます。

ぜひ、 ご相談く ださ い。

路線バスを利用さ れる方は

富山駅前バス乗り 場から⑤番乗り場　

笹津行・ 猪谷行・ 春日温泉行

最勝寺で下車（ バス停から徒歩1 0分）

高速道路を利用さ れる方は

富山インタ ーチェンジから、国道4 1号を

700ｍほど南下(大沢野方面)し 、

蜷川交差点で右折

ひきこもり 状態にある本人や家族の方などを支援し ます。

令和4年8 月発行

A C C E S S

ご利用案内

利用さ れる方 ひきこ も り 状態にある 本人や家族等

相談方法 電話・ 来所等により 相談に応じ ます。

（ 来所相談は予約制で す） ※秘密は厳守いたし ま す。

相談時間 月曜日～金曜日　 ８：３０ ～１２：００ ／１３：００ ～１７：００

（ 祝日及び年末年始（ 1 2 /2 9 ～1 /3 ）を 除く ）

専用電話 TEL 076 -４ 2 8 -0 616

場　 　 所 富山県心の健康セン タ ー内（ 〒9 3 9 -8 2 2 2 　 富山市蜷川4 5 9 -１ ）



まずはお電話く ださ い

0 7 6 -4 2 8 -0 6 1 6

家族の方や支援に

　 あたっている方も

　 　 　 　 ご利用く ださ い

来所による

面接相談も

ご利用く ださ い
※来所相談は予約が必要です

こ
ん
な
悩
み
や
相
談
に
応
じ
ま
す
！！

富山県ひきこもり 地域支援センタ ー

月曜日～金曜日

予約制

（ 祝日及び年末年始（ 1 2 /2 9 ～1 /3 ） を 除く ）

8： 3 0 ～12： 0 0 　 13： 0 0 ～17： 0 0

学校へ登校できず

家から出られない

会社に出勤できない

家から出られない子どもに

どのように接したらよいか

わからない

人と会うのが苦手で

外出できない

自分への自信をなくし

ひきこもってしまった

ひきこもっている生活を

変える「 きっかけ」がほしい



ひ
と

り
で

悩
ま ず 、 ま ず は 相 談 し て

み
ま

せ

ん
か

お問合せTEL 0 7 6 -4 4 4 -3 2 2 3（ 富山県厚生部健康対策室）
http s://w w w .p re f.to ya m a .j p /1 2 0 5 0 1 /k ura sh i/k e nko u /k enk o u/kj 00 0 0 4 4 1 7 /ind ex .htm l

※ナビダイ ヤルの利用料金がかかり ます

つ
な
が
ろ
う
、
心
と
心
。

0 7 6 －4 2 8 －0 6 0 6

0 5 7 0 －0 7 4 －3 3 3

●平日日中（ 9：3 0 ～1 7：0 0 ）

●夜間・ 休日

2 4時間、
相談をお受けし ます

富山県こころの電話 相談無料 プライ バシー厳守

https://www.pref.toyama.jp/120501/kurashi/kenkou/kenkou/kj00004417/index.html


令和８年度 障害福祉関係の従事者研修の実施について 
 

１ 案内方法の変更 

県主催の研修案内は、富山県ホームページの障害者事業者向け情報欄又は支援者研修欄に掲載しますので、募集開始時期を参考に、各

自ご確認ください。併せて、事業所者のメールアドレス（情報公表制度において登録されているアドレス）あてに募集要項等を送付する
こととし、原則として郵送は行いません。 

 

２ 研修申込にあたっての留意事項 
・募集締切後の申込や、提出書類の不備等が散見されます。申込期限や必要書類を確認のうえ、お申込ください。 

・研修受講要件の設定がある研修については、要件を満たすことを確認のうえ、お申込みください。 

 
３ 令和８年度研修予定一覧（令和８年３月時点の予定です） 

研 修 名 実施時期 募集時期 案内方法 実施主体 

障害者(児)ホームヘルパー養成研修 ８～10 月頃 ４月 ＨＰ、メール 富山県ホームヘルパー協議会 

障害者(児)ホームヘルパー導入研修 12 月頃 10 月頃 ＨＰ、メール  富山県ホームヘルパー協議会 

同行援護従事者養成研修（一般課程） ７月 ４月 ＨＰ、メール 富山県視覚障害者協会 

同行援護従事者養成研修（応用課程） ８月 ４月 ＨＰ、メール 富山県視覚障害者協会 

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) ９月 ７月～８月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

強度行動障害支援者養成研修(実践研修) 11 月 ９月～10 月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

失語症者向け意思疎通支援者養成講習会 ８月～12 月 ６月～７月 ＨＰ、メール 富山県言語聴覚士会 

相談支援従事者初任者研修(全日程） ８～12 月 ４月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

相談支援従事者初任者研修(講義のみ） ８～９月 ４月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

相談支援従事者現任研修 ７月～９月 ４月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

主任相談支援専門員研修 11 月～12 月 ９月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修（基礎研修） 10 月～11 月 ６月～７月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修（実践研修） 10 月～12 月 ７月～８月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修（更新研修） ７月～９月 ４月～５月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

相談支援従事者研修 
（専門コース別：スーパービジョン） 

１～２月頃 10 月頃 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修・相談支援従

事者研修（専門ｺｰｽ別：意思決定支援） 
６月 ４月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修 

（専門ｺｰｽ別：障害児支援） 
１月下旬 11 月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

障害者権利擁護・虐待防止研修 ２月下旬頃 11～12 月頃 
ＨＰ、郵送、

メール 
県（管理係） 

医療的ケア児等支援者養成研修及び 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修 
７月～９月 ５月～６月 ＨＰ、メール 

社会福祉法人富山県社会福祉総合

センター（富山県医療的ケア児等

支援センター） 

障害者ピアサポート研修（基礎研修） ９月 ８月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

障害者ピアサポート研修（専門研修） 10 月 ８月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

障害者ピアサポート研修（フォローアップ

研修） 
11 月 ８月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

高次脳機能障害支援養成研修（基礎研修） ８～９月 ６月頃 ＨＰ、メール 未定 

高次脳機能障害支援養成研修（基礎研修） 10 月～12 月 ６月頃 ＨＰ、メール 未定 

 
＜参考＞令和７年度研修実施一覧 

研 修 名 実施日 募集期間 案内方法 実施主体 

障害者(児)ホームヘルパー養成研修 

 ８月５日、８月20日～９月

26 日のうち２日（施設実習）、

10 月８日 

７月 ＨＰ、メール 富山県ホームヘルパー協議会 

障害者(児)ホームヘルパー導入研修 12月 10日 10 月 ＨＰ、メール 富山県ホームヘルパー協議会 

同行援護従事者養成研修（一般課程） 
７月 24 日、25日、 

29日、30 日 
５月～６月 ＨＰ、郵送 富山県視覚障害者協会 

同行援護従事者養成研修（応用課程）  ８月 26 日 ５月～６月 ＨＰ、郵送 富山県視覚障害者協会 



[テキストを入力] 
 

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) ９月 18 日、19 日 ７月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

強度行動障害支援者養成研修(実践研修) 12月 18日、19 日 10 月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

失語症者向け意思疎通支援者養成講習会 
８月２日～11月 15日の土曜

日 
７月下旬 ＨＰ、郵送 富山県言語聴覚士会 

相談支援従事者初任者研修(全日程） 

６月 11日～７月 11日（e-ラ

ーニング） 

７月 14、15日、８月 22日 

10 月６、７日 

４月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

相談支援従事者初任者研修(講義のみ) 
６月 11日～７月 11日（e-ラ

ーニング） 

 
４月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

相談支援従事者現任研修 

９月５日～10月 20日（e-ラ

ーニング） 

10月 21日、11 月 20 日、12

月 16日 

８月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

主任相談支援専門員研修 

（石川県及び福井県と合同開催） 

11 月７日、18日、19 日 

12 月２日、３日 
９月 メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修（基礎研修） 

７月９日～12月１日

（動画配信）、①８月 27

日 28日、②12月２日３日 

① ５～６月 

② ８～９月 
ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修（実践研修） 

６月６日～９月30日

（動画配信）、①７月 22

日23日、②８月５日６日、

③10月１日２日 

① ４～５月 

② ４～５月 

③ ６～７月 

ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修（更新研修） 
① 11 月 13 日、14日 

② 12 月 10 日、11日 

① ８月～９月 

② ８月～９月 
ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

相談支援従事者研修 
（専門コース別：スーパービジョン） 

３月 10 日 １月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修・相談支援従

事者研修（専門コース別：意思決定支援） 
中止 11 月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

サービス管理責任者等研修 

（専門コース別：障害児支援） 
１月 28 日、29日 12 月 ＨＰ、メール 県（自立支援係） 

障害者権利擁護・虐待防止研修 ２月 27 日 11 月 
ＨＰ、郵送、

メール 
県（管理係） 

医療的ケア児等支援者養成研修及び 
医療的ケア児等コーディネーター養成研

修  

７月 10 日、11 日 

９月 25 日、26 日 
５月～６月 ＨＰ、メール 

社会福祉法人富山県社会福祉総合

センター（富山県医療的ケア児等支

援センター） 

障害者ピアサポート研修（基礎研修） ９月６日、７日 ８月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

障害者ピアサポート研修（専門研修） 10 月 11 日、12 日 ８月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

障害者ピアサポート研修（フォローアップ

研修） 
11 月８日、９日 ８月 ＨＰ、メール 富山県社会福祉協議会 

 

 


